


小 松 市 の 良 好 な 景 観 を 未 来 へ

「小松市景観条例」により、白山連峰や木場潟などの自然景観をはじめ、黄金色の稲穂がそよぐ

田園風景、曳山子供歌舞伎に象徴される中心市街地の社寺・町家のまちなみ、開湯千三百年の

歴史が息づく粟津温泉など、魅力ある景観を皆様のご協力のもとで保全・創出し、未来に継承

していくとともに、快適な生活環境や地域の活性化、交流人口の拡大を実現します。

いしかわ景観総合条例の制定 H20.7.1 公布
H21.1.1 施行

小松市景観条例の制定

景観行政団体へ移行

H21.12.28 施行 ( 一部 )
H22.7.1 施行（全面）

H22.4.1

眺望計画（県条例）

石川県景観条例 (H5) 石川県屋外広告物条例 (S39)

景観法の制定 (H16) ２つの条例を一本化

H20.7 策定いしかわ景観総合計画

景観計画（景観法）

小松市景観計画を策定

（H22.7 施行）

石川県眺望計画を策定

（H21.1 施行）

建築物等の景観形成基準のイメージ

建築物や工作物の新築等については、

「位置・規模」「形態・意匠」「色彩」

「材料」など、開発行為については、

「盛土・切土」「法面」などの項目で、

景観形成に関する基準を定めています。
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敷地内の緑
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を創出する

位置・規模
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景観形成重要地域

白山眺望景観保全地域
（北陸新幹線）

令和４年５月作成

石川県眺望計画は、下記のホームページで閲覧できます。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/shinsei/tzchouboukeikaku.html

眺望景観保全地域（北陸新幹線）の追加
新たな規制区域の指定

眺望景観保全地域の追加

届出が必要な行為

石川県内のその他眺望景観保全地域

北陸新幹線の小松市街地以南から加賀市境付近までの区間では、車窓から白山の眺望や
木場潟、加賀平野の田園など本県を代表する美しい景観を望むことができます。
この美しい白山眺望景観を保全するため、現行の眺望計画を拡充し、北陸新幹線の車窓から
白山を良好に眺望できる区間を新たな規制区域として追加指定します。
（令和4年3月31日告示、令和4年10月1日施工）

【規制のエリアの拡大】
現行の規制 ・視点場：木場潟西側の園路、柴山潟源平橋から白山を望むエリア
新たな規制 ・視点場：北陸新幹線車窓（木場潟付近～加賀市分校町）から白山を望むエリア

　眺望景観保全地域及び特別地域で、下表の規模に該当する『建築物』や『工作物』の新築・増
改築等や、開発行為を行う場合は、県の土木総合事務所への届出が必要です。

※届出対象外の目安 ・高さ10ｍ（３階建ての住宅相当等）以下
・建築面積200㎡（大きめの住宅：約60坪）以下

※周囲の状況により、新幹線車窓から視認できない建築物及び工作物は届出不要
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面積と高さの
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　左図を参照
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お問い合わせ先
届出に関するお問い合わせ、事前相談

その他制度全般に関するお問い合わせ、事前相談

小松市白江町リ61番地1
TEL：0761-21-3333　FAX：0761-21-7080

金沢市鞍月1丁目1番地　TEL：076-225-1759　FAX：076-225-1760

小松市、加賀市地内 南加賀土木総合事務所建築課

石川県土木部景観形成推進室
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白山眺望景観の保全とは 規制範囲図 主な規制基準の内容

眺望景観保全の考え方
区　域　指　定

高さ規制【特別地域】

地　域

白山眺望景観保全地域
（柴山潟）

白山眺望景観保全地域
（木場潟）

白山眺望景観保全地域
（北陸新幹線）

区　域　等

視点場：主要地方道山中伊切線「源平橋」
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：木場潟公園「五郎座橋」から「湿原の森」までの遊歩道
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：北陸新幹線車窓（木場潟付近～加賀市分校町）
　　　　※車窓から眺望が可能な区間に限る
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

　白山は富士山、立山とともに、日本三名山の一つに数えられ、夏でも豊富な残雪で山容が白く
輝くことが山名の由来と言われています。古くから石川県民から崇敬されるとともに親しまれ、
白山の美しい山容や信仰性、広域性、文化性は石川県民の心の原風景です。
　今後、将来にわたって白山眺望を受け継いでいくため、建築物等の規制・誘導による眺望景観
の保全、白山眺望景観に関する意識の更なる向上、県内外へのP Rを行ってまいります。

『特別地域』と『眺望景観保全地域』を指定し、規制・誘導を図ることにより眺望景観を保全します。
○建築物の高さ
視点場から最も近い中間山地の稜線を切らない高さ
※特別地域は、高さの規制値が定められています。（規則範囲は右図を参照）

○建築物の形態意匠
周辺の景観と調和した形態・意匠、色彩等

○材料、植栽、その他
周辺景観と調和した材料、植生に調和した緑化、過剰な光量としない など

　山の稜線を切らない高さ制限として、10m、13m、15m、20m、30m以下の５区域による
高さ制限を設けます。

色彩規制【特別地域・眺望景観保全地域】
　次に示す地域における建築物、工作物の色彩は、マンセル値※を用い、表の範囲とします。　

※マンセル値とは、国際的な色彩の尺度である「マンセル表色系」の３つ属性である「色相（色あい）」
「明度（明るさ）」「彩度（鮮やかさ）」を組み合わせて標記する記号です。
　例：　　色相５R、明度５、彩度10
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中心とした左右15°として設定
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白山眺望景観の保全とは 規制範囲図 主な規制基準の内容

眺望景観保全の考え方
区　域　指　定

高さ規制【特別地域】

地　域

白山眺望景観保全地域
（柴山潟）

白山眺望景観保全地域
（木場潟）

白山眺望景観保全地域
（北陸新幹線）

区　域　等

視点場：主要地方道山中伊切線「源平橋」
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：木場潟公園「五郎座橋」から「湿原の森」までの遊歩道
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：北陸新幹線車窓（木場潟付近～加賀市分校町）
　　　　※車窓から眺望が可能な区間に限る
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

　白山は富士山、立山とともに、日本三名山の一つに数えられ、夏でも豊富な残雪で山容が白く
輝くことが山名の由来と言われています。古くから石川県民から崇敬されるとともに親しまれ、
白山の美しい山容や信仰性、広域性、文化性は石川県民の心の原風景です。
　今後、将来にわたって白山眺望を受け継いでいくため、建築物等の規制・誘導による眺望景観
の保全、白山眺望景観に関する意識の更なる向上、県内外へのP Rを行ってまいります。

『特別地域』と『眺望景観保全地域』を指定し、規制・誘導を図ることにより眺望景観を保全します。
○建築物の高さ
視点場から最も近い中間山地の稜線を切らない高さ
※特別地域は、高さの規制値が定められています。（規則範囲は右図を参照）

○建築物の形態意匠
周辺の景観と調和した形態・意匠、色彩等

○材料、植栽、その他
周辺景観と調和した材料、植生に調和した緑化、過剰な光量としない など

　山の稜線を切らない高さ制限として、10m、13m、15m、20m、30m以下の５区域による
高さ制限を設けます。

色彩規制【特別地域・眺望景観保全地域】
　次に示す地域における建築物、工作物の色彩は、マンセル値※を用い、表の範囲とします。　

※マンセル値とは、国際的な色彩の尺度である「マンセル表色系」の３つ属性である「色相（色あい）」
「明度（明るさ）」「彩度（鮮やかさ）」を組み合わせて標記する記号です。
　例：　　色相５R、明度５、彩度10

保全すべき範囲

白山山頂を中心とした
山並みの眺望を保全

白山

中間山地の稜線を切らない
高さとする

周辺と不調和な色彩・デザインとしない

中間山地

平坦地

白山
眺望対象

高さ規制区域（約 3～５Km）

中間山地

湖面

建築物・工作物
視点場

周辺と不調和な色彩
デザインとしない

中間山地の稜線を切らない
高さとする

白山

眺望対象

中間山地

基準稜線

湖面

建築物・工作物

周辺と不調和な色彩
デザインとしない

中間山地の稜線を切らない
高さとする

○眺望景観保全地域
白山山頂を中心とした左右60°
（人間の静視野）として設定

○特別地域
白山の主峰部を中心とした白山山系を
しっかりと望むことができる白山山頂を
中心とした左右15°として設定

保全すべき範囲イメージ図木場潟公園西園地からの白山眺望
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色彩基準の考え方（例）

※新幹線防音壁は白山を眺められるよう
一部透明板が設置されています。（市
街地近接箇所は騒音に配慮し防音壁
となっています。）
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白山眺望景観保全地域
（北陸新幹線）

白山眺望景観の保全とは 規制範囲図 主な規制基準の内容

眺望景観保全の考え方
区　域　指　定

高さ規制【特別地域】

地　域

白山眺望景観保全地域
（柴山潟）

白山眺望景観保全地域
（木場潟）

白山眺望景観保全地域
（北陸新幹線）

区　域　等

視点場：主要地方道山中伊切線「源平橋」
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：木場潟公園「五郎座橋」から「湿原の森」までの遊歩道
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

視点場：北陸新幹線車窓（木場潟付近～加賀市分校町）
　　　　※車窓から眺望が可能な区間に限る
視対象：白山の主峰部を中心とした白山山系

　白山は富士山、立山とともに、日本三名山の一つに数えられ、夏でも豊富な残雪で山容が白く
輝くことが山名の由来と言われています。古くから石川県民から崇敬されるとともに親しまれ、
白山の美しい山容や信仰性、広域性、文化性は石川県民の心の原風景です。
　今後、将来にわたって白山眺望を受け継いでいくため、建築物等の規制・誘導による眺望景観
の保全、白山眺望景観に関する意識の更なる向上、県内外へのP Rを行ってまいります。

『特別地域』と『眺望景観保全地域』を指定し、規制・誘導を図ることにより眺望景観を保全します。
○建築物の高さ
視点場から最も近い中間山地の稜線を切らない高さ
※特別地域は、高さの規制値が定められています。（規則範囲は右図を参照）

○建築物の形態意匠
周辺の景観と調和した形態・意匠、色彩等

○材料、植栽、その他
周辺景観と調和した材料、植生に調和した緑化、過剰な光量としない など

　山の稜線を切らない高さ制限として、10m、13m、15m、20m、30m以下の５区域による
高さ制限を設けます。

色彩規制【特別地域・眺望景観保全地域】
　次に示す地域における建築物、工作物の色彩は、マンセル値※を用い、表の範囲とします。　

※マンセル値とは、国際的な色彩の尺度である「マンセル表色系」の３つ属性である「色相（色あい）」
「明度（明るさ）」「彩度（鮮やかさ）」を組み合わせて標記する記号です。
　例：　　色相５R、明度５、彩度10
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○眺望景観保全地域
白山山頂を中心とした左右60°
（人間の静視野）として設定

○特別地域
白山の主峰部を中心とした白山山系を
しっかりと望むことができる白山山頂を
中心とした左右15°として設定

保全すべき範囲イメージ図木場潟公園西園地からの白山眺望

白
山

基
準
線

特別地域（左右それぞれ15°範囲）

眺望景観保全地域 基準 特別地域 基準

色相（Hue）：5R（赤）

彩度（Chroma）

明
度
（Value

）

N 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

色相（Hue）：5B（青）

彩度（Chroma）

明
度
（Value

）

N 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10

色相（Hue）：5Y（黄）

彩度（Chroma）

明
度
（Value

）

N 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

色相（色あい）

全色相

その他

眺望景観保全地域

特別地域

8.5 以下

3～ 8.5

6 以下

6以下0.1R ～５Y

5.1Y ～ 10Y 4以下

2以下

明度（明るさ） 彩度（鮮やかさ）

色彩基準の考え方（例）

※新幹線防音壁は白山を眺められるよう
一部透明板が設置されています。（市
街地近接箇所は騒音に配慮し防音壁
となっています。）
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それぞれの地域に応じて、以下の規模に該当

する建築物や工作物の新築・増改築等や、開

発行為を行う場合には届出が必要です。

また、景観形成重要地域、眺望景観保全地域、

特別地域に該当する建築物等の色彩は、マン

セル値　を用い、右表の範囲とします。

届 出 が 必 要 な 規 模

※

※マンセル値とは国際的な色彩の尺度である「マン

セル表色系」の３つの属性である「色相 (色合い )」

　「明度 (明るさ )」「彩度 (鮮やかさ)」を組み合わせて

　表現する記号です。

手 続 き の 流 れ

お問合わせ先：〒923-8650　小松市小馬出町 91 番地

小松市役所都市創造部まちデザイン課　　tel 0761-24-8099  fax 0761-23-6403

届出対象

建築物の建築等 作物の建設等 開発 為

建築 積

相（ あい） 明度（明るさ） 彩度（鮮やかさ）

区  域

景観計画区域

 さ さ 開発 積

1,000 ㎡超

500 ㎡超
13ｍ超

10ｍ超

13ｍ超

10ｍ超

10,000 ㎡超

3,000 ㎡超200 ㎡超

景観形成重要地域
眺望景観保全地域

特別地域

景観形成重要地域
眺望景観保全地域

特別地域

全 相 明るすぎない
8.5 以下

鮮やかすぎない
6以下

鮮やかすぎない
6以下

鮮やかすぎない
4以下

鮮やかすぎない
2以下

景観形成重要地域基準

相 (Hue)：5R(  )

相 (Hue)：5B(  )

相 (Hue)：5Y(  )

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

彩度 (Chroma)

彩度 (Chroma)

彩度 (Chroma)

特別地域基準
眺望景観保全地域基準

明るすぎない
暗すぎない

3  8.5

積と さの

建築 積 開発 積

イメージ図  さ

0.1Ｒ 5Ｙ

5.1Ｙ 10Ｙ

その他

建 築 物

基  準

届 出

届出対象 【例･･･建築物の建築・ 彩変更、 作物の建設】

景観 政団体が届出を受理した から 30  を経過した後でなければ、当該届出に係る 為に着 してはならない。（景観法第 18 条第 1項）

勧告基準 【例･･･ さ 30ｍ以下、屋根は落ち着いた 彩】

さ・壁 の位置等 デザイン・ 彩

  作 物

デザイン・ 彩  さ等

基 準 の 例


